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特許検索事例研究会 ～拒絶理由に学ぶ特許検索式の立案ノウハウ～ 

 

「演習問題４：感知された位置に基づく触覚アクチュエータの駆動を組み込んだ電

子デバイス及び関連方法」の事例解説 

 

１．演習問題４の内容 

演習問題４の題材公報は「特開 2018-037077：感知された位置に基づく触覚アクチュエータ

の駆動を組み込んだ電子デバイス及び関連方法」です。この特許出願の請求項１の新規性

を確認するための検索式を検討してください。 

 

【発明の名称】感知された位置に基づく触覚アクチュエータの駆動を組み込んだ電子デ

バイス及び関連方法 

【要約】【課題】感知された位置に基づく触覚アクチュエータの駆動を組み込んだ電子

デバイスを提供する。 

【解決手段】電子デバイスは、デバイス筐体と、デバイス筐体によって支持されたタッ

チディスプレイであって、その上の位置でユーザ入力を感知するように構成されたタッ

チディスプレイと、デバイス筐体内で離間して配置された触覚アクチュエータと、を備

え得る。電子デバイスはまた、タッチディスプレイと触覚アクチュエータとに連結され

たコントローラを備えることができる。コントローラは、タッチディスプレイと協働し

てタッチディスプレイ上のユーザ入力の感知された位置を判定し、複数の触覚アクチュ

エータを駆動してタッチディスプレイ上の感知された位置に触覚感覚を集中させるよう

に構成され得る。 

【請求項１】 

デバイス筐体と、 

前記デバイス筐体によって支持されるタッチディスプレイであって、前記タッチディス

プレイ上の位置でユーザ入力を感知するように構成されたタッチディスプレイと、 

前記デバイス筐体内に離間して配置された複数の触覚アクチュエータと、 

前記タッチディスプレイと前記複数の触覚アクチュエータとに連結されたコントローラ

と、を備え、 

前記コントローラは、前記タッチディスプレイと協働して前記タッチディスプレイ上の

前記ユーザ入力の感知された位置を判定し、 

前記複数の触覚アクチュエータを駆動して前記タッチディスプレイ上の前記感知された

位置に触覚感覚を集中させる、ように構成される、電子デバイス。 

 

そして、拒絶理由の中で、【請求項１】の新規性を否定するとして示された、国内特許公

報の引用文献が１件ありました。 

 

引用文献：特開 2005-276089 

 

 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-037077/64DB326CD6CA5F159F7E588259ACE19D107453BA03C92A205526E1990CC26F3C/11/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-276089/75F34E4E2ADB30D9D0A846F8D68D7EEA2799E245ED375002797B1B9ED3C42BDD/11/ja
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＜拒絶理由通知書に記載された審査官のコメント＞ 

引用文献には、「デバイス筐体（段落[0021]）と、前記デバイス筐体によって支持され

るタッチディスプレイであって、前記タッチディスプレイ上の位置でユーザ入力を感知

するように構成されたタッチディスプレイ（段落[0021]）と、前記デバイス筐体内に離

間して配置された複数の触覚アクチュエータ（段落[0022]-[0023]）と、前記タッチデ

ィスプレイと前記複数の触覚アクチュエータとに連結されたコントローラと、を備え、

前記コントローラは、前記タッチディスプレイと協働して前記タッチディスプレイ上の

前記ユーザ入力の感知された位置を判定し、前記複数の触覚アクチュエータを駆動して

前記タッチディスプレイ上の前記感知された位置に触覚感覚を集中させる（段落 0029]-

[0035]等）、ように構成される、電子デバイス」が記載されている。 

よって、請求項１に係る発明は、引用文献に記載された発明であるから、特許法第２９

条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。 

 

皆様は、この引用文献を抽出することができたでしょうか？ また、どのような検索戦略

を立案すればヒットさせられるでしょうか？ 

 

２．発明の認定および題材公報と引用文献との対比 

まずは、調査対象とした発明の認定作業から行いましょう。 

今回の調査対象となる【請求項１】は、触覚（ハプティクス）技術を搭載したタッチディ

スプレイです。出願人は Appleであり、代表図を見るとスマホの iPhoneのような絵が見

られます。iPhoneのタッチディスプレイには「Haptic Touch」とか「3D Touch」と呼ばれ

る触覚技術が搭載されているようです。 

 

【請求項１】のタッチディスプレイでは、離間して配置された複数の触覚アクチュエータ

を駆動して、タッチされた位置に触覚感覚を集中させるようにしています。 

具体的には、タッチディスプレイを支持する筐体と、筐体内に離間して配置された触覚ア

クチュエータと、それらに連結されたコントローラとを備え、タッチディスプレイ上のユ

ーザ入力が感知された位置に、触覚感覚を集中させることを特徴にしています。 

 

ここで、題材公報と引用文献に付与されている特許分類やキーワード表現の、一致点、相

違点について確認してみましょう。図１は題材公報と引用文献の対比表です。 
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図１ 題材公報と引用文献の対比 

 

特許分類について比較してみると、Ｆタームについては、両方に共通するテーマコードは

見られませんでした。ＦＩについては、公報記載のＦＩにおいて、「Ｇ０６Ｆ３／：イン

タフェース装置」というメイングループの部分では共通していますが、かなり広い概念で

あり、サブグループまでの細分類において共通するＦＩは見られませんでした。 

 

キーワード表現について比較してみると、「触覚」「位置」「アクチュエータ」「タッチ」と

いう語根の部分では共通していますが、語根を含む前後のキーワードになると、微妙にば

らつきが見られます。したがって、モレの無い検索を実現するためには、この微妙なばら

つきを拾い上げる類義語展開を行う必要があると思われます。 
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皆様は「触覚（ハプティクス）技術」に関する特許分類を手当てできたでしょうか？ま

た、キーワードの類義語もうまく展開して、引用文献をヒットさせることはできたでしょ

うか？ 

 

３．検索報告書からの学び 

今回の題材では登録調査機関に検索外注が行われ、登録調査機関より検索報告書が作成さ

れていました。検索報告書の中では検索論理式やスクリーニングサーチの結果について報

告されているので、登録調査機関の調査員が、どのような検索アプローチを実施している

のかを確認できます。 

 

今回の調査は国内と外国の両方の調査が行われていましたが、国内特許調査については、

Ｎｏ．１～７までの検索アプローチが行われていました。実際に行われた検索論理式とヒ

ット件数を図２に示しました。 

 

 

図２ 検索報告書の検索論理式 

 

Ｎｏ．１～４とＮｏ．６の論理検索式では、「Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０：触力覚を能

動的に伝える構造を有するタッチパッド」のＦＩを軸に検索が展開されています。Ｎｏ．

１～２では、Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０に「Ｇ０６Ｆ３／０４１，６００：圧力検知手

段で位置特定」のＦＩを掛け合わせ、さらにキーワードで絞り込みを行っています。２つ

の分類を掛け合わせた検索式を最初に持ってくる検索戦略はあまり見たことがありません

■検索論理式
年月範囲： 年 月 日～2017年　8月　24日
【Ｎｏ．】 【クレームＮｏ．】 【テーマコード】 【検索論理式】 【件数】

1 1-22 5B068 [G06F3/041,480*G06F3/041,600]*(複数+第２+第
二),10n,(アクチュエ+駆動+圧電素子)/tx

83

2 1-22 5B068 [G06F3/041,480*G06F3/041,600]*({(圧+押),7c,
力},50n,(触覚+フィードバック+アクチュエータ)+荷
重,50n,(触覚+フィードバック+アクチュエー
タ))/TX-Σ\

83

3 1-22 5B068 G06F3/041,480/FI*{(複数+第２+第二),(アクチュ
エ+駆動+圧電素子),(共働+協働+合成)},50n/TXΣ\

40

4 1-22 5B068 G06F3/041,480/FI*((複数+第二+第２),10n,(アク
チュエ+駆動+圧電素子)*{(押+タッチ+接した+接す
る+触れ),7c,(位置+領域+エリア)},50n,(触覚+触感+
フィードバック+アクチュエータ))/TX-Σ\

101

5 1-22 5E555 [G06F3/01,560/FI+DA24/FT]*((複数+第二+第
２),10n,(アクチュエ+駆動+圧電素子)*{(押+タッチ+
接した+接する+触れ),7c,(位置+領域+エリ
ア)},50n,(触覚+触感+フィードバック+アクチュエー
タ))/TX-Σ\

87

6 10 5B068 G06F3/041,480*コイル,50n,可動/tx 57
7 10 5D107 B06B1/12*(タッチパネル*コイル,50n,可動)/tx 18

※国内特許調査の検索式のみを抜粋
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が、「ハプティクスの概念のＦＩ」と「タッチ位置検出の概念のＦＩ」と掛け合わせて検

索の間口を絞り込んでおきながら、「複数のアクチュエータ」のキーワードで絞り込んだ

のがＮｏ．１の検索論理式であり、「押圧荷重をフィードバックする」というキーワード

で絞り込んだのがＮｏ．２の検索論理式です。 

Ｎｏ．５の検索論理式で採用されている特許分類は「Ｇ０６Ｆ３／０１，５６０：触力覚

フィードバック」のＦＩと、「５Ｅ５５５ＤＡ２４：触力覚出力デバイス」のＦタームで

す。この触力覚関連のＦＩとＦタームに対して、「複数のアクチュエータ」と「タッチ位

置」の両方の概念を含むものに絞り込んでいます。 

 

今回の検索報告書の検索論理式を読み解くと、「触覚（ハプティクス）技術」に関する特

許分類として、「Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０：触力覚を能動的に伝える構造を有するタ

ッチパッド」と「Ｇ０６Ｆ３／０１，５６０：触力覚フィードバック」のＦＩと、「５Ｅ

５５５ＤＡ２４：触力覚出力デバイス」のＦタームが存在することが確認できました。し

たがって、これらの特許分類を検索式に採用できれば良いと思われます。 

 

そして、スクリーニングが行われた結果を図３に示しました。国内特許調査により４件の

文献が抽出され、Ｎｏ．１として抽出された提示文献が今回の引用文献です。 

 

 

図３ 検索報告書のスクリーニングサーチの結果 

 

提示文献Ｎｏ．１は、検索論理式Ｎｏ．３の検索式でヒットしていました。検索論理式Ｎ

ｏ．３では「協働＋共働＋合成」というキーワードが採用されていますが、ここで、「協

働」の概念は「コントローラとタッチディスプレイとが協働する」ことからキーワードと

して指定されていいます。それに対して、提示文献Ｎｏ．１（引用文献）においては、

「合成」というキーワードが含まれているためにヒットしているのですが、「合成」とい

う概念は「振動波を合成する」という説明で使われています。 

すなわち、今回の事例では、引用文献は論理検索式Ｎｏ．３で意図する考えによりヒット

したのではなく、別の意味で使われていたキーワードがたまたま含まれていたから事故み

たいにヒットしているのです。まさしく、結果オーライで引用文献が抽出されたと考えら

れます。 

 

もちろん、特許調査実務の良し悪しは、結果がすべてではありますが、検索事例研究をし

■スクリーニングサーチの結果
【Ｎｏ．】 【提示文献の種別】 【対話型追加文

献の種別】
【提示文献】 【代表カテゴリ】 【式Ｎｏ．】

1 特許文献 特開２００５－２７６０８９号公報
（引用文献）

X 3

6 特許文献 特開２０１０－０１５５１４号公報 Y 1
7 特許文献 特開２０１５－２２８０６４号公報 Y 1
9 特許文献 特開２０１５－１１２０１３号公報 Y 7

※国内特許調査により抽出された文献のみを抜粋
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ていると、この事例のように、事故みたいに適合公報がヒットしているケースを見かけま

す。日頃から真摯に特許調査業務を行っていれば、こんな、ご褒美をもらえるのでしょう

か？検索戦略がセオリー通り展開されているのであれば、「棚からぼた餅」も「瓢箪から

駒」もオッケーかと思います。 

 

４．ＦＩの改廃内容を確認する 

予備検索で見つけた適合公報索に付与されているＦＩを確認する際には、公報に記載され

た分類コードにとどまらず、審査経過情報とともに蓄積されている「特許情報標準デー

タ」の中の「ＦＩ記事」を確認することをお勧めしています。 

理由は、審査経過情報のＦＩ記事には、公報発行時に付与されたＦＩが公報発行後に改廃

移行が行われると、移行先のＦＩのコードが表示されるためです。具体的に今回の題材で

確認してみましょう。 

 

図４には公報に記載された特許分類を示しています。ＦＩの分類コードとしては、「Ｇ０

６Ｆ３／０３３，３６０Ｐ」「Ｇ０２Ｆ１／１３，５０５」「Ｇ０３Ｂ２１／１０Ｚ」の３

つが記載されています。 

 

 

図４ 公開特許公報に記載された特許分類 

 

一方で、図５には、図４で示した公開特許公報の経過情報を示しました。Ｊ－ＰｌａｔＰ

ａｔの「経過情報」のボタンをクリックすると表示される「経過情報表示」の画面で「出

願情報」のタブを選択すると表示される画面です。 

 

ここで、「ＦＩ記事」の欄を確認すると、公開特許公報に記載されていた３つのＦＩ分類

コードの他にも、「Ｇ０６Ｆ３／０４１，３３０Ｐ」と「Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０」

の２つのＦＩ分類コードが記載されています。公報発行時に付与されたＦＩのどれかが廃

止され、この２つの新設されたコードに移行されており、移行後のＦＩ分類コードが再付
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与されたと思われます。 

 

 

図５ 経過情報照会の出願情報に記載されたＦＩ記事 

 

ＦＩの運用ルールとして、ＦＩの改廃が行われると、旧ＦＩが付与された公報発行済み文

献に対し、新ＦＩを再付与することが行われています。そのため、最新の新ＦＩを用いる

ことで、旧ＦＩが付与された文献も検索できることになります。 

この運用ルールを知ると、最新のＦＩを確認し、最新のＦＩだけを指定すればよいかと思

われると思います。しかし、再付与の作業は特定の期間にわたり行われており、時には数

年にわたって再付与の作業が行われています。したがって、検索モレのリスクを低減させ

るためには、新旧両方のＦＩを指定したいところです。 

 

そうすると、図５の「ＦＩ記事」に記載されている、５つのＦＩ分類コードを指定すれば

よいのかと思われますが、指定する分類コードの内容が検索したい概念に合致するものか

どうかが気になります。廃止されて別のＦＩに移行された、旧ＦＩの分類コードの内容、

すなわち、分類コードの説明文を確認する作業は、ちょっと面倒くさいです。具体的に、

その確認作業の例を図６で紹介します。 
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図６ 特許・実用新案分類照会（ＰＭＧＳ）でのＦＩ改正情報 

 

ＦＩ分類コードの内容を確認するには、Ｊ－ＰｌａｔＰａｔの「特許・実用新案分類照会

（ＰＭＧＳ）」を利用します。ＰＭＧＳのページの、「Ｇ０６Ｆ」のサブクラスの説明の所

にある「ＦＩ改正情報」という文字リンクをクリックすると、図６の中段のようなポップ

アップウインドウが表示され、旧分類のＦＩ分類コードとその説明文が表示されます。さ
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らにその右側には移行先のＦＩ分類コードと、廃止時期の年月が表示されます。縦に長い

画面をスクロールして確認したい分類コードを探します。 

 

今回の事例では、まず、「Ｇ０６Ｆ３／０３３，３６０Ｐ：操作者対策→Ｇ０６Ｆ３／０

４１，３３０Ｐ（２００５年１２月に移行）」が行われ、さらに、「Ｇ０６Ｆ３／０４１，

３３０Ｐ：操作者対策→Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０（２０１４年４月に移行）」と、２

回の改廃移行が行われていました。古い分類は「操作者対策」という説明文であり、「触

覚（ハプティクス）技術」に限らず、操作者に対応する技術がすべて対象となってしまう

ことから、今回は検索式に採用しないことにしました。（追加指定すると２倍以上のヒッ

ト件数に増加してしまうことも採用しなかった理由の一つです。） 

 

分類の改廃移行の詳細を確認するには上記のような確認作業が必要になります。技術の発

展が早い技術分野の場合には、今回の事例のように、１０年の間に２回も改廃移行が行わ

れることもあり、確認作業も２回繰り返す必要があります。面倒ですが、地道にやるしか

ありません。ちなみに、有償のソフトウエアで新旧内容を参照できるものが存在するよう

ですが、オフィシャル（公式）の情報で、無料で確認するとなると、以上に説明した確認

方法になると思います。 

 

もしも、単純に古いＦＩの内容を確認するだけで良い場合には、「パテントマップガイダ

ンス（旧）」のデータを確認することもできます。 

 

「パテントマップガイダンス（旧）」のデータ提供について 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/data/old_pmgs.html 

 

特許庁のホームページで、「ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 施策・取組> 特許・意

匠・商標情報データ提供関連> 「パテントマップガイダンス（旧）」のデータ提供につい

て」表示されるページから、データをダウンロードして利用することができます。 

 

図７にはダウンロードした旧ＦＩのデータの「Ｇ０６Ｆ３／０３３，３６０Ｐ」の部分を

示しました。 
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図７ パテントマップガイダンス（旧）のデータ 

 

このように、提供されているデータをダウンロードのうえ解凍して閲覧できるようにして

おけば、古いＦＩ分類コードの内容をすぐに確認することができます。 

 

５．実行したい検索式の具体例 

今回の題材で実施できたら良いと思われる検索式の事例をご紹介します。「触覚（ハプテ

ィクス）技術」に関する特許分類を使ったラインと、キーワードのみを使ったラインの検

索式を紹介します。 

 

ＦＩ＝Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０ 

 × 全文＝[位置,場所]*[検知,感知]語順指定なし 15 文字以内 
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→ヒット件数：２９４件 題材公報：〇 引用文献：〇 

 

「Ｇ０６Ｆ３／０４１，４８０：触力覚を能動的に伝える構造を有するタッチパッド」に

対して、全文中に「位置」と「検知」とが近接するものに絞り込みました。 

 

（ＦＩ＝Ｇ０６Ｆ３／０１，５６０＋Ｆターム＝５Ｅ５５５ＤＡ２４） 

 × 全文＝[位置,場所]*[検知,感知]語順指定なし 15 文字以内 

 × 名称+要約+請求項＝（タッチディスプレイ+タッチパネル+タッチスクリーン+タッ

チパッド+デジタイザ+タブレット） 

→ヒット件数：１７４件 題材公報：〇 引用文献：× 

 

「Ｇ０６Ｆ３／０１，５６０：触力覚フィードバック」のＦＩと、そのＦＩに対応する

「５Ｅ５５５ＤＡ２４：触力覚出力デバイス」のＦタームに対して、全文中に「位置」と

「検知」とが近接するものに絞り込み、さらに、発明の主要部には「タッチディスプレ

イ」の概念のキーワードを含むものに絞り込みました。 

 

名称+要約+請求項＝(触覚+触力覚+ハプティクス+触知+接触*(刺激+フィードバック)) 

 × 全文＝[位置,場所]*[検知,感知]語順指定なし 15 文字以内 

 × 名称+要約+請求項＝（タッチディスプレイ+タッチパネル+タッチスクリーン+タッ

チパッド+デジタイザ+タブレット+画像表示*接触） 

→ヒット件数：２２７件 題材公報：〇 引用文献：〇 

 

発明の主要部に「触覚」の概念のキーワードを含み、全文中に「位置」と「検知」とが近

接するものに絞り込み、さらに、さらに、発明の主要部には「タッチディスプレイ」の概

念のキーワードを含むものに絞り込みました。 

 

６．今回の事例から学んだポイント 

今回の演習課題への取り組みにより得られた知見をまとめます。 

（１）検索式の意図に対して抽出結果が伴っていたのかを検証し確認する。 

（２）新旧ＦＩの有無と、旧ＦＩの分類コードの内容を確認する。 

（３）古いＦＩの内容確認は「パテントマップガイダンス（旧）」のデータを参照する。 

 

適合公報に付与されているＦＩとＦタームについて、新旧分類の有無は審査経過情報を参

照すれば容易に確認できますが、その分類コードの内容を確認するには少し手間がかかり

ます。単純に新旧の対応関係ということだけで旧分類を採用するのではなく、旧分類の内

容を確認したうえで検索式への採否を検討したいですね。 

 

－以上－ 

 


